
収益的収入+資本的収入（百万円）
令和4年度 令和5年度 令和6年度

284 272 297

収益的支出+資本的支出（百万円）
令和4年度 令和5年度 令和6年度

307 295 324

現金預金残高（百万円）
令和4年度 令和5年度 令和6年度

138 107 51

資料１（豊郷町下水道事業決算書より抜粋）

収益的収入は、営業収益・営業外収益・特別利益の合計額で
す。資本的収入は、企業債・補助金・負担金の合計額です。

収益的支出は、営業費用・営業外費用・特別損失の合計額で
す。資本的支出は、建設改良費・企業債償還金の合計額で
す。

貸借対照表上に表示される現金・預金は、貸借対照表日（事
業末日など）の現金と預金の総額を表します。

※収益的収入の長期前受金ならびに収益的支出の減価償却費は、現金を伴わない収入・支出のため除いている。また、R5年度につい
ては、資産整理に伴う特別利益と特別損失についても除いている。
※令和6年度については、決算書が9月議会に提出されるため、作成時点での数値とした。



下水道使用料（百万円）
令和4年度 令和5年度 令和6年度

126 124 124

流域下水道管理運営負担金（百万円）
令和4年度 令和5年度 令和6年度

57 57 58

流域下水道建設費負担金（百万円）
令和4年度 令和5年度 令和6年度

12 12 20

企業債償還金（百万円）
令和4年度 令和5年度 令和6年度

148 144 138

※令和6年度については、決算書が9月議会に提出されるため、作成時点での数値とした

流域下水道建設負担金は、市町は、建設投資額から国庫補助
金を差し引いた額の１／２となっています。

企業債償還金は、公営企業の財源に充てるための地方債（公営企
業債）に対する償還金です。料金収入に対する企業債残高の割合
等、企業債は様々な指標のもととなることがあります。

資料２（豊郷町下水道事業決算書より抜粋）

下水道使用料は、工場、事業所等から公共下水道に排除され
る汚水および一般家庭から公共下水道に排除される汚水の量
に応じて課されるものです。

流域下水道管理運営負担金は、下水道法第三十一条の二に定
めがあります。滋賀県琵琶湖流域下水道事業経営計画に基づ
く単価に処理水量を乗じた金額となります。



その他

その他 その他 その他

(増収分)
(増収分)

使用料収入 使用料収入 使用料収入 使用料収入

※分流式下水道等に要する経費のR6繰入実績額は5700万円

資料３ 豊郷町下水道事業における繰入金について（分流式下水道等に要する経費）

使用料収入が増加すると、分流式下水道等に要する経費として一般会計から繰
り入れる金額が減少します。使用料収入の増収分が、分流式経費を上回った時
に、初めて全体の収入が増加します。

(増収分)

一

般

会

計

繰

入

金

基
準
内

分
流
式

一

般

会

計

繰

入

金

一般会計
繰入金
(基準内)

一般会計
繰入金
(基準内)

基
準
内

分
流



資料４ 下水道使用料 簡易シミュレーション

案１ 案２ 案３ 案４ 案５
+10円/㎥ +20円/㎥ +50円/㎥ +100円/㎥ +110円/㎥

基本料金 1,200 1,300 1,400 1,700 2,200 2,310
10～30㎥ 130 140 150 180 230 240
30～50㎥ 140 150 160 190 240 250
50~100㎥ 150 160 170 200 250 260
100~750㎥ 160 170 180 210 260 270
750~㎥ 210 220 230 260 310 320

※Ｒ5実績 （円／年）
件数 排水量 平均 料金 案１ 案２ 案３ 案４ 案５

0～10㎥ 8,365 42,606 5 10,038,000 10,874,500 11,711,000 14,220,500 18,403,000 19,323,150
10～30㎥ 15,243 301,928 20 38,107,500 41,156,100 44,204,700 53,350,500 68,593,500 71,794,530
30～50㎥ 5,091 191,341 38 25,047,720 26,982,300 28,916,880 34,720,620 44,393,520 46,379,010
50~100㎥ 1,191 76,775 64 10,361,700 11,123,940 11,886,180 14,172,900 17,984,100 18,758,250
100~750㎥ 523 122,249 234 18,587,420 19,811,240 21,035,060 24,706,520 30,825,620 32,054,670
750~㎥ 38 113,580 2,989 22,355,020 23,490,840 24,626,660 28,034,120 33,713,220 34,849,420

合計 30,451 848,479 124,497,360 133,438,920 142,380,480 169,205,160 213,912,960 223,159,030
増加額 8,941,560 17,883,120 44,707,800 89,415,600 98,661,670

現行単価



下水道事業 企業債償還表

期首残額 元金 利息 元利 期末残高
R7 1,061,161,276 136,092,394 17,418,989 153,511,383 925,068,882
R8 925,068,882 131,508,647 14,763,740 146,272,387 793,560,235
R9 793,560,235 117,934,668 12,409,565 130,344,233 675,625,567
R10 675,625,567 113,694,413 10,351,857 124,046,270 561,931,154
R11 561,931,154 109,752,674 8,368,773 118,121,447 452,178,480
R12 452,178,480 105,965,573 6,528,812 112,494,385 346,212,907
R13 346,212,907 91,034,151 4,783,240 95,817,391 255,178,756
R14 255,178,756 68,994,703 3,317,260 72,311,963 186,184,053
R15 186,184,053 41,153,144 2,320,636 43,473,780 145,030,909
R16 145,030,909 28,974,719 1,760,022 30,734,741 116,056,190
R17 116,056,190 26,336,434 1,359,861 27,696,295 89,719,756
R18 89,719,756 22,025,502 1,012,912 23,038,414 67,694,254
R19 67,694,254 15,174,557 758,344 15,932,901 52,519,697
R20 52,519,697 13,476,906 1,270,471 14,747,377 39,042,791
R21 39,042,791 11,299,383 446,641 11,746,024 27,743,408
R22 27,743,408 9,541,177 324,313 9,865,490 18,202,231
R23 18,202,231 8,055,386 219,872 8,275,258 10,146,845
R24 10,146,845 5,423,432 132,389 5,555,821 4,723,413
R25 4,723,413 3,296,765 64,849 3,361,614 1,426,648
R26 1,426,648 1,426,648 20,277 1,446,925 0

※本償還表はR６年度末までに
借り入れを行った企業債の償還
シミュレーションのため、R７
年度以降の新規借入は反映され
ていません。



管路の更新について 

１．豊郷町下水道は、平成 3 年度～14 年度に集中整備しており、管渠の標準耐用年数 50

年を迎える 2041 年度～2053 年度に迎える集中更新を平準化しなければならない。 

 

 

管路の老朽危険性・人材・資金の問題で集中更新は不可能である。これを平準化するため

には管路更新の前倒しが必要となる。一番多い年度（2050 年度）には約 30 億円が必要と

なる。 
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豊郷町　下水道事業

令和5年度決算数値 供用開始年月日 年 月 日

処理区域内人口 7,139人

計算期間 自 年 月至 年 月

（　 　年間）

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円

123,850 123,850

0

0

123,850 0 123,850

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

1,655 1,655

438 438

0

16,142 1,219 14,923

534 534

18,769 1,219 17,550

給 料 6,399 899 5,500

諸 手 当 4,106 240 3,866

福 利 費 1,807 1,807

56,649 5,387 51,262

1,757 1,757

1,935 1,935

72,653 6,526 66,127

22,499 22,499 0

176,264 60,516 115,748

0

198,763 83,015 115,748

290,185 90,760 199,425

　→　将来の物価上昇分を見込む経費（本来は必要） 0

199,425

下水道収入 123,850千円
経費 199,425千円 経費が下水道料金でまかなえていない状態
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第 1 章 経営戦略策定の概要 

1.1 はじめに 

豊郷町の下水道事業は、住民の生活環境の改善及び

公共用水域の水質保全に資するため、計画的に整備を

すすめてきましたが、人口減少及び節水機器の普及に

伴う料金収入の伸び悩みや老朽化していく下水道施設

の改築更新を行うための新たな投資が懸念されるなど、

経営環境は厳しさを増しており、継続的な経営健全化

の取り組みが求められています。 
下水道事業は住民の日常生活に欠くことのできない

重要なサービスを提供する役割を果たしており、将来

にわたってもサービスの提供を安定的に継続できるよ

うに、総務省通知「経営戦略の改定推進について」（令和

4年 1月）において改定することを推進されています。 
 

1.2 策定の目的 

豊郷町では、住民の生活基盤である下水道サービス水準の維持向上を図るとともに、将来に

わたり安定した経営基盤を確保していくことを目的として、中長期的な経営の基本計画である

経営戦略を策定しています。 
今般改定にあたり、項目や計画期間については、上述の総務省通知「経営戦略の改定推進に

ついて」（令和 4年 1月）に基づき改定します。 
なお、経営戦略における下水道事業とは、町内に既存する特定環境保全公共下水道事業１を

いいます。 

1.3 計画期間 

経営戦略の計画期間は、令和 6年度から令和 15年度までの 10年間とします。 

 

 

 
                                                   
１ 特定環境保全公共下水道事業とは、公共下水道のうち、主として市街化区域以外の区域において設置されるもので、水質
保全及び生活環境の改善を図るための下水道で、処理対象人口が 10,000人以下の小規模下水道です。 

【経営戦略のイメージ】 
出所：総務省（公営企業の経営に 

あたっての留意事項についての資料） 
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（3）下水道使用料 

豊郷町の下水道使用料は平成 9 年度以来、表 2.2 の使用料で運営しています。使用料体系は、

使用水量に応じた二部使用料制（基本水量制と従量制）を並置する体系となっています。 

表 2.2 下水道の水量別使用料（出所：豊郷町公共下水道使用料条例）      （税抜） 

区分 

 

基本料金 超過料金 

排水量 料金 排水量 

料金 

（1立方メー

トルにつき） 

一般排水 10 立方まで 1,200 円 

11 立方メートル～30 立方メートルまで 130 円 

31 立方メートル～50 立方メートルまで 140 円 

51 立方メートル～100 立方メートルまで 150 円 

101 立方メートル以上 160 円 

特定排水   751 立方メートル以上 210 円 

備考 

1「一般排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水(特定排水は除く。)および一般家庭か

ら公共下水道に排除される汚水をいう。 

2「特定排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が月 750 立方メー

トルを超える部分(町長が認める公共または公益(収益事業を行う部門を除く。)の関係施設から排除される

汚水を除く。)をいう。 

 

豊郷町の下水道は、事業整備を完了しており、令和 5 年度末現在では、普及率が 100.0%と

なっています。近年の使用料収入は、下水道への接続推進及び水洗化率の向上への取り組みに

より、図 2.3 のとおり横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 有収水量及び使用料収入の推移 
 

出典：公共下水道事業の決算統計値 
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第 5 章 経営の効率化及び健全化に向けた具体的な取り組み 

第 3 章の「分析の結果」及び第 4 章の「経営の基本方針」に基づき、今後の経営効率化・健

全化に向けて具体的に取り組むべき内容については、以下に示すとおりです。 

5.1 今後の投資についての考え方・検討状況 

（1）広域化・共同化・最適化に関する事項 
豊郷町は、琵琶湖流域下水道東北部処理区に属する流域関連公共下水道として事業実施し

ており、既に広域化が図れている状況です。また関連システムについても、より事務の効率

化に適したシステム導入を検討します。 

（2）投資の平準化に関する事項 
令和 2 年度に策定したストックマネジメント計画に基づいた効率的な整備及び改築更新を

行い、投資の平準化に努めております。また現状を鑑みながら、令和 7 年度にストックマネ

ジメント計画を更新する予定です。 

（3）民間活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど） 
事業が小規模でありスケールメリットが少ないため、現時点では検討していません。 
 

5.2 今後の財源についての考え方・検討状況・具体的な目標設定と取組み 

（1） 使用料の見直しに関する事項 
本経営戦略において｢現状継続案｣を策定したところ、令和 8 年度に現金預金がショート 

することが予測されます。過去に発行した企業債償還の負担が主な原因ですが、単なる一 
時的な資金手当てのみではなく、今後の施設更新計画を勘案し、令和 8 年度に 12％、令和 
13 年度に 12％を、それぞれ値上げすることを目標とします。（投資・財政計画_改定案に 
反映させています） 

一般会計からの基準内繰入金（分流式経費にかかるもの）は料金収入の増加に応じて減 
少する制度となっており、使用料の値上げを行っても基準内繰入金が減少するため、値上 
げによる増収効果は下水道事業には限定的です。独立採算が求められる公営企業において、 
この国の制度が下水道経営に与えている不安定要素は排除することが本来です。 
よって、基準内繰入金（分流式経費にかかるもの）がゼロと仮定した場合の投資・財政シ 
ミュレーションを行った結果、計画期間内に流動比率が 100％を達成するには、現状の使 
用料を 48％値上げする必要があることが判明しました。 
 今後 20 年間で 48％の値上げを目標とし、料金改定を５年に一度の頻度とした場合、 
1 回あたり 12％の値上げが必要となります。 

（2） 資産活用による収入増加の取組 
流域関連公共下水道であるため、活用できる資産を所有していません。 
 




